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財団法人静岡県農業協同組合共済会 

寄 附 行 為 

 
第１章  総   則 

 
（名 称） 
第１条 この法人は、財団法人 静岡県農業協同組合共済会という。 
（事務所） 
第２条 この法人は、事務所を静岡市駿河区曲金三丁目 8番 1号に置く。 
（目 的） 
第３条 この法人は、静岡県の区域内に住所を有する農業協同組合、農業協同組合連 
合会、農業協同組合中央会及び農業関係団体（以下「農協等」という。）の職員の身

分の安定を確保するため、退職金共済事業を実施するとともに、併せて農業後継者の

育成に関する事業を行い、もって農業と農村社会の振興に寄与することを目的とする。 
（事 業） 
第４条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１）農協等の職員に対する退職金の給付に関する事業 
（２）農業後継者に対する奨励金の給付その他農業後継者の育成に関する事業 
（３）その他目的を達成するために必要な事業 
 
 

第２章  資産及び会計 
 

（資産の構成） 
第５条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 

（１）財産目録に記載された財産 
（２）寄附金品 
（３）資産から生ずる収入 
（４）事業に伴う収入 
（５）その他の収入 

（資産の種別） 
第６条 資産は、基本財産及び運用資産の２種とする。 
２ 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。  
（１）設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産 
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（２）基本財産とすることを指定して寄附された財産 
（３）理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 

 3  運用財産は、基本財産以外の財産とする。 
（基本財産の処分の制限） 
第７条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむ

を得ない理由があるときは、理事会において、理事の４分の３以上の同意を得、かつ、

主務官庁の承認を得て、その一部を処分し、又は担保に供することができる。 
（資産の管理） 
第８条 資産は、理事長が管理し、その方法は、次項に定めるもののほか、理事長が理

事会の議決を経て定める。 
 ２ 基本財産のうち現金は、静岡県信用農業協同組合連合会その他確実な金融機関に

預け入れなければならない。 
（経費の支弁） 
第９条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。 
（予算及び決算） 
第 10条 この法人の収支予算は、年度開始前に理事会の議決により定め、収支決算は、
年度終了後３箇月以内に、その年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て、理事

会の承認を得なければならない。 
（事業年度） 
第 11条 この法人の事業年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に終わる。 
 
 

第３章  役   員 
 
（種別及び選任） 
第 12条  この法人に、次の役員を置く。 
（１）理 事 長    1人 
（２）副理事長    1人 
（３）理  事（理事長及び副理事長を含む。） 15人以上 19人以内 
（４）監  事    3人 

  2 役員は、理事会において選任する。 
3  理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。 
 4 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。 
（職 務） 
第 13条  理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。 
 2 理事長は、この法人を代表し、会務を統轄する。 
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 3 副理事長は、理事長を補佐して会務を掌理し、理事長に事故があるときは、その
職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。 

 4 監事は、民法第 59条の職務を行う。 
（任 期） 
第 14条  役員の任期は、3年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期

間とする。 
 2  役員は、再任されることができる。 
 3  役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、

その職務を行わなければならない。 
（解 任） 
第 15条   役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会において理
事の 4分の 3以上の同意により、解任することができる。 

 
 

第４章  理  事  会 
 
（権 能） 
第 16条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 
  （１）事業計画の設定及び変更 
    （２）事業報告の承認 
   （３）借入金（当該事業年度において運用財産をもって償還する一時借入金を除

く。）に関すること 
     （４）その他この法人の運営に関する重要な事項 
（招 集） 
第 17条 理事会は、理事長が招集する。 
 2 理事又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は、

速やかに理事会を招集しなければならない。 
 3 理事会を招集するには、理事の全員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並

びに日時及び場所を示して、会日の 5日前までに文書をもって通知しなければなら
ない。 

（議 長） 
第 18条   理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 
（定足数） 
第 19条   理事会は、理事の 3分の 2以上の出席がなければ開会することができない。 
（議 決） 
第 20条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、その理事会に出席
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した理事の過半数の同意をもって決し､可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 
（書面表決等） 
第 21条  やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知さ

れた事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任す

ることができる。 
   この場合において、前２条及び次条第１項第３号の規定の適用については、当該

理事は出席したものとみなす。 
（議事録） 
第 22条   理事会の議事については､次の事項を記載した議事録を作成しなければなら

ない。 
  （１）会議の日時及び場所 
  （２）理事の現在数 
  （３）出席した理事の氏名 
  （４）議決事項 
  （５）議事の経過の概要及びその結果 
  （６）議事録署名人の選出に関する事項 
  2 議事録には、出席した理事のうちから、その理事会において選出された議事録

署名人 2人以上が、議長とともに署名押印しなければならない。 
 
 

第５章  寄附行為の変更及び解散 
 
（寄附行為の変更） 
第 23 条   この寄附行為は、理事会において理事の 4 分の 3 以上の同意を得、かつ、

主務官庁の認可を得なければ変更することができない。 
（解散及び残余財産の処分） 
第 24条 この法人は､民法第 68条第 1項第 2号から第 4号までの規定によるほか、理

事会において理事の 4分の 3以上の同意を得、かつ、主務官庁の許可があったとき
に、解散する。 

  2  解散の時に存する残余財産は､理事会の議を経、かつ、主務官庁の許可を得て､
この法人と類似の目的を有する法人に寄附する。 

   
 

第６章  雑      則 
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（委 任） 
第 25 条 この寄附行為の施行について必要な事項は､理事長が理事会の議決を経て定

める。 
 
  
 

附      則 
 
1  この法人の設立当初の役員は､第 12条第 2項及び第 3項の規定にかかわらず、別紙
設立当初役員名簿のとおりとし、その任期は､第 14 条第 1 項の規定にかかわらず、
昭和 53年 3月 31日までとする。 

2  この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第 10条及び第 16条第 1号の規
定にかかわらず、設立者の定めるところによる。 

3  この法人の設立当初の事業年度は､第 11条の規定にかかわらず、設立認可のあった
日から昭和 52年 3月 31日までとする。 

4  平成 17年 3月 10日の理事会において議決された変更後の規定は、平成 17年 4月
1日から効力を生ずる。 

5  この変更は、平成 20年 3月 31日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（役職名）     （氏　　名）

理 事 長  　田  代  武  満

副理事長  　夏  目  善  宇

同 　 杉  山  一  義

同  　森  谷  冨士男

同  　山　田　壽　次

同  　藤　原　謙　次

同  　鈴　木　道　也

同  　杉　山　正一郎

同  　大  石  眞  吾

同 　 渡  邉  文  雄

同 　 豊　島　　  覺

同  　望  月  眞佐志

同  　榎  本  秀  一

同  　櫻　井　猪三夫

同  　田  中  鉄  男

同  　田　端　敬　一

同  　森　田　繁　男

同 　 杉　山　克　明

同  　渡　邊　芳　文

監事 　 長谷川　鍵　一

同  　村　上　英　喜

同  　伊　東　義　孝

　　　　　役　員　名　簿



  

 

平成 21 年度事業報告 

 
わが国経済は、米国のサブプライムローンに端を発した世界的金融経済危機

の影響のなか、平成 20年 9月のリーマン・ショックを経て、平成 21年 3月に
底をうった後、緩やかな回復を続けた。しかし、この回復は、新興国への輸出

や政府の景気対策が主因で、自律性は弱く、実感のない回復であり、高水準の

失業率やデフレ、深刻な財政状態、低迷する米欧の経済状態などから、先行き

は不透明との見方が支配的である。 
このような経済情勢下にあって、日銀は緩和的な金融政策を継続した。金利

動向は、長期金利（新発 10 年国債利回り）は 1.4％前後で推移し、短期金利も
超低金利状態が続き、1年定期預金金利は、1年間で 6回の引き下げにより、あ
わせて、0.2％低下した。 
農業情勢では、政権が交代したことから、代表的施策として「個別所得補償

制度」が打ち出された。また、平成 21 年 12月に改正農地法が施行され、農地
制度の基本が、「所有」から「利用」へ転換するという歴史的な改正となった。 
本県農業では、法人経営の増加がみられる一方、生産量の減少、価格の低迷、

農家数の減少、農業者の高齢化、耕作放棄地の増加、資材価格の高止まり等、

課題は深刻化している。 
本県 JAグループは、「JA静岡 3か年計画～元気な農業、豊かな地域づくり～」
の第２年度に取り組んだ。 
こうしたなか本会は、平成 21年度も加入団体の理解と協力により、会員の節

税と経営基盤の一層の強化、職員の身分安定に寄与するよう努めた。 
資金運用は全額を県信連への定期性預金とした。 
運用利回りは、平成 20年 3月以降、預金の上乗せ金利が基本奨励の 0.45％の
みとなったことから、預金全体の利回りを 0.75％と見込んだが、実績は 0.755％
となった。一方、還元利率は、会員の厳しい経営環境を勘案し、前年度の 0.85％
を据え置き実施した。 
当期中の受入れ掛金は 2,157百万円、退職給付金の支給額は、1,709百万円で
あった。 
収支は 3,141 千円のマイナスとなり、給付安定準備金を取り崩した。財務面
では、退職給付積立金は 27,756百万円、給付安定準備金は 1,114百万円、資産
総額は 28,883百万円となった。 
公益法人制度改革関連 3法が、平成 20年 12月に施行され、現行公益法人は、
施行後 5 年以内に新制度に移行することとなった。制度改革への対応の方針を
静岡県、全国共済会、府県共済会、公認会計士等と検討し、決定した。また、

新制度への適切な移行を期し、公認会計士と顧問契約を締結した。 



  

具体的実施事業は以下のとおりである。 
 
１ 会員・加入者の状況 
 加入団体は、平成 22年 3月に JA富士宮サービス㈱が加入し、JA17、連合会
4、専門農協・協同会社等 16の合計 37団体となった。 
 加入者数は、前年度に比べ、78 人増加した。新規の団体加入と 5JA の各 10
人以上の増加が主な要因である。 
平成 21年 10月現在の加入者等の状況は次のとおりである。 
   ・加入者数         7,502人（前年度 7,424人） 
   ・加入総口数      182,943口（前年度 182,175口） 
   ・1人当り平均口数         24.4口（前年度 24.5口） 
 
２ 掛金の受入れ 
 平成 21年度の受入れ掛金は、前年度に比べ 21,361千円減少し､2,157,168千
円（前年度 2,178,529 千円）となった。減少した主な要因は、一部団体の掛金
休止と過去勤務掛金の完了によるものである。 
 掛金の受入れ状況と前年度との増減対比は次のとおりである。 
 

会員区分 
加入者数

（人） 
総口数 

1人当り

平均口数

掛金額  

（千円） 

加入者数

増減 

総口数  

増減 

掛金額増

減（千円）

Ｊ Ａ 6,303 159,934 25.4 1,885,400 65 404 △19,088

連合会 651 13,237 20.3 158,046 △19 △362 △5,442

専門農協・

協同会社等 
548   9,772 17.8 112,812 32 726 3,669

計 7,502 182,943    24.4 2,156,258 78         768 △20,861

育休掛金 － － －         910 － － △500

合計 7,502 182,943 24.4 2,157,168 78 768 △21,361

（注）掛金額には、1JA の決算時期変更に伴う 3月 1カ月分掛金 4,810 千円、平成 22 年 3月新規加入の協

同会社の 3月 1ヵ月分掛金 420 千円が含まれている。 

 

３ 退職給付金の支給 
 退職給付金は、退職者 338 人に対して 1,709,115 千円を支給した。前年度と
比べ、退職者数は 147 人減少（前年比 69.6％）、退職給付金は 737,510 千円の
減少（前年比 69.8％）と、いずれもほぼ 3 割の大幅減少となった。1 人当りの
平均支給額は、前年度の 5,044千円から 12千円増加（前年比 100.2％）し、5,056
千円となった。 



  

退職給付金の支給状況および前年度との増減対比は次のとおりである。 
定年 早期 中途 

会員区分 
男子 女子 男子 女子 男子 女子

退職者

合計

退職給付金額

（千円） 

退職者

増減 

退職給付金

増減（千円）

ＪＡ 19 13 61 18 59 98 268 1,348,985 △136 △703,812

連合会 17 0 10 1 4 7 39 263,983 △5 △21,256

専門農協・協同

会社等 
13 4 0 0 9 5 31 96,146 △6 △12,441

合   計 49 17 71 19 72 110 338 1,709,115 △147 △737,510

  

４ 理事会の開催 
（１）平成 21 年 6 月 11日（木）午前 11時 15分から、県農業会館 5 階第 11

会議室において開催し、次の事項について協議決定した。 
  議 事 
  第 1号議案 平成 20年度事業報告、財務諸表及び収支計算書の承認につい

て 
附帯決議案 

 
（２）平成 22 年 3 月 11日（木）午前 11時 35分から、県農業会館 5 階第 11

会議室において開催し、次の事項について協議決定した。 
  議 事 
   第１号議案 公益法人制度改革に対する対応方針について 
  第２号議案 財団法人静岡県農業協同組合共済会運営規則の一部変更につ 

いて 
第３号議案 平成 22年度事業計画及び収支予算の設定について 

    附帯決議案 
  報告事項  新規加入団体について 
 
５ 監査の実施 
 平成 20 年度下半期および平成 21年度上半期の事業ならびに会計監査が、そ
れぞれ平成 21年 5月 20日（水）、10月 22日（木）に実施された。 
 
６ 資金運用と退職給付金の還元 
 資金は、全額を県信連の自由金利型大口定期預金と譲渡性預金で運用した。 
平成 21 年度運用利回りは、平成 20 年 3 月以降、上乗せ金利が基本奨励の

0.45％のみとなり、基準金利は預入時の指標金利が適用されることから、期間 1
年・1億円以上 0.76％、1年・1千万円以上 1億円未満は 0.75％と見込まれ、そ 



  

れ以外のものは預入時の指標金利が適用されることから、全体の運用利回りを

0.75％と見込んだ。 
 これを受け、預金運用は極力、期間 1年・1億円以上の定期預金への集中化を
はかった。予想を超えた退職給付金の支払いに備え、短期借入金の借入限度枠 2
億円を設定し、信連と特別当座勘定貸越約定を継続して締結し、若干の短期借

入を行った。 
1 年定期預金金利は 6 回にわたって、あわせて 0.20％引き下げられた。平成

21年 4月と 8月に各 0.05％、10月と 11月に各 0.03％、平成 22年 1月と 2月
に各 0.02％引き下げられたが、預金全体の運用利回りは、前年度預入預金と引
下げ前預入の大口定期預金の効果から、当初見込みを 0.005％上回る 0.755％と
なった。 
一方、退職給付金の還元利率は、各会員の厳しい経営環境を勘案し、前年度

の還元利率を据え置き、0.85％で実施した。 
 
７ 弔慰金の給付 
 平成 21 年度中に死亡した 3 人の職員の遺族に、合計 350 千円を支給した。       

（前年度 8人 800千円） 
 
８ 農業後継者育成事業 
 平成 21年度事業計画に基づき、農業後継者の育成事業として次の事業を実施
した。 
  ・県農協青壮年連盟の平成 21年度活動費助成    1,000,000円 
 

９ 不祥事防止対策事業への助成 

退職給付金の不支給をもたらす不祥事を防止し、加入職員の身分安定をはか 
るため、次の助成を実施した。 
  

・平成 21年度農協中央会の不祥事防止対策・コンプライアンス経営確立
指導事業への助成               1,000,000円 

  

10 管理資料の提供 
 加入団体の事業計画、決算、仮決算に必要な資料および退職金管理資料を作

成し、配付した。 
① 退職給付金個人別一覧表 
② 退職者一覧表 
③ 退職金支給額一覧表 

  また、加入団体が掛金を納付するための「掛金告知書個人別一覧表」を作成
し、配付した。 



  

11 事務指導の実施 
（１）事務処理の指導 
  加入・退職・掛金納付・退職給付金の支給・育児休業等に係る事務処理・ 
異動事項の処理、各種資料の活用方法等について随時指導した。 
  また 2 団体が、決算時期を 2 月から 3 月に変更するにあたり、3 月１ヵ
月分の掛金納付等、変更に伴う指導を行った。 
（２）「事務の手引」の改訂 
  事務手続きの説明書としての「事務の手引」について、加入手続を追 
加する等、内容の修正を行った。 
（３）新任共済会事務担当者研修会の開催 
  共済会事務担当者の研修会を、新任担当者を対象に、次のとおり開催し

た。 
 ・平成 21年 7月 28日（火）午後 1時 30分 
    会 場  県農業会館 5階第 17会議室  
    出席者  18人（18団体） 
  ・研修の内容 
   ①共済会事業について 
   ②共済会事務手続きについて 

③口数の設定と節税効果について 
 
12 掛金増口指導と加入推進 
（１）掛金増口指導   

諸会議あるいは個別に共済会の現況と活用の利点を説明し、増口の働きか

けを行った。各会員は、4月と 10月の掛金納付時に、加入職員ごとに勤続年
数等を勘案し、きめこまかな増口を行い、節税をはかった。 
全体の 1人当り平均口数は、24.4口（前年度 24.5口）である。17JAの 

 正職員の平均口数は、25.8口（年間掛金 309,600円）ときわめて高い水準に
ある。 
（２）加入推進 

  協同会社への加入推進を行った結果、JA富士宮サービス株式会社が、会社
設立後 3年経過し、退職給付債務が発生した時期に合わせ、平成 22年 3月に
加入した。 
 

１3 公益法人としてのインターネットによる情報公開 

  平成 14年 7月からホームページで情報公開している事業計画・収支予算書、
事業報告・財務諸表等の事項について維持管理をした。 
全国公益法人協会の「情報公開サイト」を掲載場所としているが、このサ

イトには「静岡県の JAグループ」のトップページからリンクしている。 



  

14 関係団体との提携 

  全国および 9 府県の農協共済会により構成する全国農業協同組合役職員共
済事業協議会との関連で以下のことを行った。 
（１）平成 21年度上期定例会議に出席し、協議、情報交換を行った。 
  ・平成 21年 7月 2日（木）～3日（金） 花巻市 新鉛温泉「愛隣館」 
（２）平成 21年度職員研修会に参加し、情報交換、研修を行った。 
・平成 21 年 11 月 26 日（木）～27 日（金） 横浜市 「神奈川県中央農業

会館」 
（３）平成 21年度下期定例会議に出席し、協議、情報交換を行った。 
  ・平成 22年 1月 14日（木）～15日（金） 鹿児島市 「鹿児島県市町村 

自治会館」 
 
15 公益法人制度改革への対応 

（１） 公益法人制度改革への対応方針 

公益法人制度改革関連 3法が、平成 20年 12月 1日に施行され、現行法人
の新制度への移行期間は、施行後 5年以内の平成 25年 11月末までとされた。 
  制度改革への対応方針について、静岡県、全国共済会、府県共済会、公認 
会計士等と協議し、移行後の法人形態、諸課題についての対応案をとりまと 
め、平成 22年 3月の理事会において、「公益法人制度改革に対する対応方針」 
として議案を上程、承認された。 
  主な内容は、一般財団法人への移行を平成 25年 7月に予定し、給付安定準
備金と指定正味財産の合計額 11億円余（公益目的財産相当額）を、移行前 3
年間でゼロ以下とするため、全額を退職給付積立金として積み立て、移行後

の 3年間では逆に財務基盤強化のため、給付安定準備金 1億円を積み立てる。
その一方で、一般法人に課税される利子等に係る源泉所得税の非課税措置実

現に取り組むこととする。 
法人形態の検討過程では、公益財団法人への移行は、認定要件の「不特定

かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」及び「収支相償」を満たすこと

がきわめて困難と判断し、一般財団法人を選択することとした。 
（２） 公認会計士との顧問契約 

  公益法人制度改革への対応には、制度改革関連３法、公益法人会計基準等 

実務面で、会計への綿密な対応が求められ、円滑な移行のためには、専門的

立場からの指導助言が不可欠であり、さらに、移行後は、負債額 200 億円以
上の大規模法人には会計監査人が、法律上、必置機関となった。 
  このため、静岡県の公益認定等審議会の委員である公認会計士の杉山明喜

雄氏を顧問に依頼することとし、平成 22年 1月、同氏と顧問契約を締結、移
行に係る指導・助言、計算書類のチェック、会計・税務に関する指導・助言

を得ることとした。 



科　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ　資産の部

　　1.  流動資産

　　(1)　預金

　　　①　普通預金　 68,656 904,342 △ 835,686

      ②　定期預金 1,841,000,000 663,000,000 1,178,000,000

　　　③　譲渡性預金　 26,850,000,000 27,360,000,000 △ 510,000,000

　　　　　預金合計 28,691,068,656 28,023,904,342 667,164,314

    (2)  その他の資産

      ①　未収利息 180,013,878 201,360,471 △ 21,346,593

     流動資産合計 28,871,082,534 28,225,264,813 645,817,721

   2.　固定資産

　  (1)　基本財産    

　　　①　定期預金 12,868,048 12,765,248 102,800

　  (2)　外部出資    10,000 10,000 0

　 　固定資産合計　 12,878,048 12,775,248 102,800

　　 資産合計 28,883,960,582 28,238,040,061 645,920,521

Ⅱ　負債の部

   1.　流動負債

    (1)  未払金 0 0 0

     流動負債合計 0 0 0

   2.　固定負債

　　(1)　退職給付積立金 27,756,554,005 27,107,594,679 648,959,326

    (2)　給付安定準備金 1,114,538,529 1,117,680,134 △ 3,141,605

　　固定負債合計 28,871,092,534 28,225,274,813 645,817,721

　　負債合計 28,871,092,534 28,225,274,813 645,817,721

Ⅲ　正味財産の部

　 1.　指定正味財産

  　(1)　加入金 12,868,048 12,765,248 102,800

  　(2)　寄付金 0 0 0

     指定正味財産合計 12,868,048 12,765,248 102,800

    （うち基本財産への充当額） (12,868,048) (12,765,248) (         0)

   2.　一般正味財産 0 0 0

     一般正味財産合計 0 0 0

　　 正味財産合計 12,868,048 12,765,248 102,800

　　 負債及び正味財産合計 28,883,960,582 28,238,040,061 645,920,521

（注）この貸借対照表は､「公益法人会計基準の改正等について」（平成16年10月14日公益法人等の指導監督等

　　　に関する関係省庁連絡会議申合わせ）に示された様式により作成しています。

貸　借　対　照　表

平成22年3月31日現在   　　　     　　    (単位：円）



科　　目 当年度 前年度 増　減
Ⅰ　一般正味財産増減の部
　　1. 経常増減の部
　　(1)  経常収益
　　　　①　共済掛金収入 2,157,168,000 2,178,529,594 △ 21,361,594
　　　　②　資金運用益
　　　　　　 ・受取利息 217,150,156 243,485,116 △ 26,334,960
　　　　　　 ・基本財産運用収入 94,712 106,279 △ 11,567
           資金運用益合計 217,244,868 243,591,395 △ 26,346,527
        ③　受取配当金 200 200 0
　　　  ④　雑収入 0 0 0
        ⑤  給付安定準備金戻入 3,141,605 0 3,141,605
　　　　経常収益計 2,377,554,673 2,422,121,189 △ 44,566,516

 　 (2)  経常費用
　　　　①　退職給付金 1,709,115,008 2,446,625,672 △ 737,510,664
　　　　②　弔慰金 350,000 800,000 △ 450,000
　　　　③　福祉事業費 1,000,000 1,000,000 0
　　　　④　掛金戻し 4,068,000 8,274,000 △ 4,206,000
        ⑤　借入金利息 4,970 389,923 △ 384,953
　　　　⑥　事業管理費
　　　　　　・人件費 9,800,000 9,800,000 0
　　　　　　・業務費 3,300,202 4,954,082 △ 1,653,880
　　　　　　・旅費 295,620 435,920 △ 140,300
　　　　　　・会議費 41,400 48,000 △ 6,600
　　　　　　・事務費 220,147 248,909 △ 28,762
　　　　　　・諸税負担金 100,000 100,000 0
　　　　　　・福利厚生費 0 0 0
　　　　　　・施設費 300,000 300,000 0
　　　　　　・雑費 0 50,000 △ 50,000
           事業管理費合計 14,057,369 15,936,911 △ 1,879,542
　　　　⑦　退職給付積立金繰入 648,959,326 △ 71,825,157 720,784,483
        ⑧  給付安定準備金繰入 0 20,919,840 △ 20,919,840
　　　　経常費用計 2,377,554,673 2,422,121,189 △ 44,566,516
　　　　当期経常増減額 0 0 0

　2.　経常外増減の部
　　(1)　経常外収益 0 0 0
    (2)　経常外費用 0 0 0
　　　　当期経常外増減額 0 0 0
　　　　当期一般正味財産増減額 0 0 0
　　　　一般正味財産期首残高 0 0 0
　　　　一般正味財産期末残高 0 0 0

Ⅱ　指定正味財産増減の部
   (1)受入加入金 102,800 208,600 △ 105,800
　　　　当期指定正味財産増減額 102,800 208,600 △ 105,800
　　　　指定正味財産期首残高 12,765,248 12,556,648 208,600
　　　　指定正味財産期末残高 12,868,048 12,765,248 102,800

Ⅲ　正味財産期末残高 12,868,048 12,765,248 102,800
（注）この正味財産増減計算書は､「公益法人会計基準の改正等について」（平成16年10月14日公益法人等の

　　　指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合わせ）に示された様式により作成しています。

正 味 財 産 増 減 計 算 書

　　　　　　　　　　 　平成21年4月1日から平成22年3月31日まで        （単位：円）



科　　　目 当年度 前年度 増　減
Ⅰ　事業活動によるキャッシュ･フロー
 1. 事業活動収入
　　①　共済掛金収入 2,157,168,000 2,178,529,594 △ 21,361,594
　　②　受取利息収入 238,496,749 279,145,952 △ 40,649,203
　　③　基本財産運用収入 94,712 106,731 △ 12,019
　　④　受入加入金収入 102,800 208,600 △ 105,800
　　⑤　受取配当金収入 200 200 0
　　　　事業活動収入計 2,395,862,461 2,457,991,077 △ 62,128,616
 2. 事業活動支出
　　①　退職給付金支出 1,709,115,008 2,446,625,672 △ 737,510,664
　　②　弔慰金支出 350,000 800,000 △ 450,000
　　③　福祉事業費支出 1,000,000 1,000,000 0
　　④　掛金戻し支出 4,068,000 8,274,000 △ 4,206,000
　　⑤　借入金利息支出 4,970 389,923 △ 384,953
　　⑥　事業管理費支出
　　　・人件費支出 9,800,000 9,800,000 0
　　　・業務費支出 3,300,202 4,954,082 △ 1,653,880
　　　・旅費支出 295,620 435,920 △ 140,300
　　　・会議費支出 41,400 48,000 △ 6,600
　　　・事務費支出 220,147 248,909 △ 28,762
　　　・諸税負担金支出 100,000 100,000 0
　　　・福利厚生費支出 0 0 0
　　　・施設費支出 300,000 300,000 0
　　　・雑費支出 0 50,000 △ 50,000
　　　　事業管理費支出計 14,057,369 15,936,911 △ 1,879,542
        事業活動支出計 1,728,595,347 2,473,026,506 △ 744,431,159
    事業活動によるキャッシュ・フロー 667,267,114 △ 15,035,429 682,302,543

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ･フロー
  1. 投資活動収入
　　①　期間３ヵ月超定期・譲渡性預金解約収入 28,035,765,248 28,051,556,648 △ 15,791,400
　　　　投資活動収入計 28,035,765,248 28,051,556,648 △ 15,791,400
  2. 投資活動支出
　　①　期間３ヵ月超定期・譲渡性預金預入支出 28,703,868,048 28,035,765,248 668,102,800
　　　　投資活動支出計 28,703,868,048 28,035,765,248 668,102,800
　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 668,102,800 15,791,400 △ 683,894,200

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ･フロー
  1. 財務活動収入
　①　短期借入金収入 9,000,000 745,000,000 △ 736,000,000
　　　　財務活動収入計 9,000,000 745,000,000 △ 736,000,000
  2. 財務活動支出
　①　短期借入金返済支出 9,000,000 745,000,000 △ 736,000,000
　　　　財務活動支出計 9,000,000 745,000,000 △ 736,000,000
　　財務活動によるキャッシュ・フロー 0 0 0

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 △ 835,686 755,971 △ 1,591,657
Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 904,342 148,371 755,971
Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 68,656 904,342 △ 835,686
（注）１　このキャッシュ・フロー計算書は､「公益法人会計基準の改正等について」（平成16年10月14日公益法人等の

　　　　　指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合わせ）に示された様式により作成しています。

　　　２　資金の範囲　 　資金の範囲には、普通預金及び預入日から満期日までの期間３ヵ月以内の定期預金・譲渡性

　　　　　　　　　　　 　預金を含めています。

キャッシュ・フロー計算書

                       平成21年4月1日から平成22年3月31日まで　　　　　（単位：円）



科　　　目

Ⅰ　資産の部

　　1.  流動資産

　(1)　預金

　　①　普通預金　県信連（1件） 68,656

　　②　定期預金　県信連（19件） 1,841,000,000

　   ③　譲渡性預金　県信連（12件） 26,850,000,000

　　　　　預金合計 28,691,068,656

  (2)  その他の資産

    ①　未収利息 180,013,878

     流動資産合計 28,871,082,534

   2.　固定資産

  (1)　基本財産（定期預金　県信連1件） 12,868,048

  (2)　外部出資    県信連 10,000

　 　固定資産合計　 12,878,048

　　 資産合計 28,883,960,582

Ⅱ　負債の部

   1.　流動負債

  (1)　未払金 0

     流動負債合計 0

   2.　固定負債

　(1)　退職給付積立金 27,756,554,005

  (2)　給付安定準備金 1,114,538,529

　　固定負債合計 28,871,092,534

　　負債合計 28,871,092,534

    正味財産 12,868,048

（注）この財産目録は､「公益法人会計基準の改正等について」（平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に

　　　関する関係省庁連絡会議申合わせ）に示された様式により作成しています。

財　　産　　目　　録

平成22年3月31日現在                     (単位：円）

金　　　額



　       財務諸表に対する注記 （単位：円）

1. 基本財産の増減額およびその残高

　基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

科　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産

　　定期預金 12,765,248 102,800 0 12,868,048

合 計 12,765,248 102,800 0 12,868,048

2. 基本財産の財源等の内訳

　基本財産の財源等の内訳は、次のとおりです。

科　目 当期末残高
（うち指定正味財
産からの充当額）

（うち一般正味財
産からの充当額）

（うち負債に対応
する額）

基本財産

　　定期預金 12,868,048 （12,868,048） 　（　　　　0） －

合 計 12,868,048 （12,868,048） 　（　　　　0） －



科　　目 予算額 決算額 差　異 備　考
Ⅰ　事業活動収支の部

　　1. 事業活動収入

　　　①　共済掛金収入 2,100,000,000 2,157,168,000 △ 57,168,000

　　　②　資金運用益収入

　　　　 ・受取利息収入 239,275,000 238,496,749 778,251

　　　　 ・基本財産運用収入 96,000 94,712 1,288

          資金運用益収入合計 239,371,000 238,591,461 779,539 受入利息の実受取額
      ③　受入加入金収入 102,000 102,800 △ 800

      ④　受取配当金収入 200 200 0

　　  ⑤　雑収入 0 0 0

　　　　事業活動収入計 2,339,473,200 2,395,862,461 △ 56,389,261

　　2.　事業活動支出

　　　①　退職給付金支出 2,100,000,000 1,709,115,008 390,884,992

　　　②　弔慰金支出 1,500,000 350,000 1,150,000

　　　③　福祉事業費支出 1,000,000 1,000,000 0

　　　④　掛金戻し支出 7,000,000 4,068,000 2,932,000

　　　⑤　借入金利息支出 400,000 4,970 395,030

　　　⑥　事業管理費支出

　　　 　・人件費支出 12,600,000 9,800,000 2,800,000

　　　 　・業務費支出 4,500,000 3,300,202 1,199,798

　　　 　・旅費支出 500,000 295,620 204,380

　　 　　・会議費支出 100,000 41,400 58,600

　　 　　・事務費支出 500,000 220,147 279,853

　 　　　・諸税負担金支出 100,000 100,000 0

　　　 　・福利厚生費支出 50,000 0 50,000

　　 　　・施設費支出 335,000 300,000 35,000

　　　 　・雑費支出 50,000 0 50,000

         事業管理費支出計 18,735,000 14,057,369 4,677,631

　　　　事業活動支出計 2,128,635,000 1,728,595,347 400,039,653

　　　　事業活動収支差額 210,838,200 667,267,114 △ 456,428,914

Ⅱ　投資活動収支の部

　　1.　投資活動収入

　　　①　定期預金解約収入 12,765,000 12,765,248 △ 248

       投資活動収入計 12,765,000 12,765,248 △ 248

　　2.  投資活動支出

　　　①　定期預金預入支出 12,867,000 12,868,048 △ 1,048 基本財産（固定資産）に充当
       投資活動支出計 12,867,000 12,868,048 △ 1,048

　　　　投資活動収支差額 △ 102,000 △ 102,800 800

Ⅲ　財務活動収支の部

　　1.　財務活動収入 借入金限度額 200,000,000円

　　　①　短期借入金収入 761,000,000 9,000,000 752,000,000 最高時残高　147,000,000円

       財務活動収入計 761,000,000 9,000,000 752,000,000

　　2.  財務活動支出

　　　①　短期借入金返済支出 761,000,000 9,000,000 752,000,000

       財務活動支出計 761,000,000 9,000,000 752,000,000

　　　　財務活動収支差額 0 0 0

　　　　当期収支差額 210,736,200 667,164,314 △ 456,428,114

　　　　前期繰越収支差額 28,178,117,000 28,023,904,342 154,212,658 前年度末預金残高（流動資産）

　　　　次期繰越収支差額 28,388,853,200 28,691,068,656 △ 302,215,456 本年度末預金残高（流動資産）

(注）この収支計算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監督

　　 等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された３区分の様式により作成しています。

　　　　　　　　                      　収　支　計　算　書

　　　　　　　　　　　　　平成21年4月1日から平成22年3月31日まで        （単位：円）



　収支計算書に対する注記

1  資金の範囲

　資金の範囲には、普通預金、定期預金（固定資産として基本財産に

　充当した定期預金は除く。）および譲渡性預金を含めています。

　なお、前期末および当期末残高は、下記２に記載するとおりです。

2  次期繰越収支差額に含まれる資産の内訳 　　　　　（単位:円）

科　目 前期末残高 当期末残高

普通預金 904,342 68,656

定期預金（流動資産） 663,000,000 1,841,000,000

譲渡性預金 27,360,000,000 26,850,000,000

次期繰越収支差額 28,023,904,342 28,691,068,656
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平成 22 年度 事業計画 

 
わが国経済は、米国の金融危機に端を発した世界的な景気悪化の影響を大き

く受けながら、平成 21年 3月に底をうち、緩やかな回復基調にあります。しか
し、この回復の背景は、中国など新興国への輸出や政府の景気対策によるとこ

ろが大きく、デフレや深刻な財政状態、厳しい雇用情勢、低迷する米欧の経済

情勢などから、先行きは不透明な状況にあります。こうしたなか、わが国政府

は、厳しい財政事情のもとで、難しい政策運営を迫られ、日銀も、狭い範囲で

の緩和的な金融政策を継続しております。 
このような経済情勢下にあって、金利の動向は、当分の間、超低金利状態で

推移するとの見方が支配的です。 
農業情勢では、政権が交代したことから、代表的施策として「個別所得補償

制度」がうちだされましたが、生産現場での混乱が危惧されています。また、

平成 21年 12月に施行された改正農地法は、農地制度の基本を「所有」から「利
用」に転換する歴史的改正となりました。本県農業については、法人経営の増

加が見られる一方、生産量の減少、価格の低迷、農家数の減少、農業者の高齢

化、耕作放棄地の増加、資材価格の高止まり等課題は深刻化し、生産基盤が揺

らいでいます。 
本県 JAグループは、「JA静岡 3か年計画～元気な農業、豊かな地域づくり～」
の最終年度にあたり、総仕上げとして各施策の着実な実践に取り組みます。他

方では、次期 3か年計画の策定をすることとなります。 
こうしたなか本会は、各会員の理解により、県下 JAの退職金の 4割強をまか
なっておりますが、さらにきめ細かな事業運営を心がけてまいります。 
公益法人制度改革については、平成 20年 12月 1日に関連 3法が施行され、 
従来からの公益法人は、平成 25 年 11 月末までに新制度への移行申請をする必
要があります。平成 25年 7月に一般財団法人への移行申請を予定し、この移行
を円滑、確実に実現するため、静岡県、全国共済会、府県共済会、顧問公認会

計士等と連携を密にして適切な対応をしてまいります。 
平成 21年度末現在、11億円余の給付安定準備金を移行前にゼロ以下とするた
め、平成 22 年度の退職給付金の還元利率は、前年度の 0.85％から 2.00％に引
上げて実施します。 
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平成 22年度に実施する事業は次のとおりです。 
 
１ 掛金の受入れと退職給付金の支給 

掛金の受入れと退職給付金の支給は本会の基本業務です。掛金については、4
月末に上期分を、10月末に下期分を納入していただきます。 
退職給付金は毎月、基本的に 15日と月末の 2回、退職者本人の貯金口座に本
会から直接振り込みます。 
加入者が不幸にも死亡されたときには、弔慰金給付規程に基づき弔慰金を給

付します。 
 
２ 資金の安定運用と給付還元 

資金の運用は、前年度に引き続き全額を県信連の定期性預金とします。預金

全体の利回りは、金利低下の影響を受け、前年度より 0.19％引下げ、0.56％と
見込みます。 
給付還元は、前年度から 1.15％引上げ、2.00％で実施します。運用利回りを

1.44％上回りますが、これは、公益法人制度改革に対応し、移行前に給付安定
準備金を平成 22、23、24年度の 3年間で、退職給付積立金に繰り入れるための
ものです。 
これにより平成 22年度は、給付安定準備金 3億 7千万円余の取崩しと退職給

付積立金繰り入れとなり、その分、会員全体で退職給付費用が減額され、利益

が押し上げられることとなります。 
 

３ 共済会の有効活用指導 

 税制上の退職給与引当金制度が廃止され、退職給付費用は有税となっており

ます。これを背景に、掛金が全額損金となるなど共済会活用の節税効果が理解

され、多くの会員が増口を行い、JAにおいては、加入者 1人あたり上限 30口
に対して、平均 25.4口（掛金年額 305千円）にまで増加しました。 
本年度も、増口余地のある加入者について、きめ細かな増口指導を行い、共

済会の有効活用をすすめます。 
 

４ 農業後継者の育成 

 寄附行為「第４条（２）農業後継者に対する奨励金の給付その他農業後継者

の育成に関する事業」に基づき、前年度と同様に、静岡県農協青壮年連盟が実

施する事業に対する助成を行います。 
 

５ 不祥事防止対策指導事業への助成 

 退職給付金の不支給をもたらす不祥事を防止し、加入職員の身分安定をはか
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るため、寄附行為第 3 条及び第 4 条（３）に基づき、農協中央会のコンプライ
アンス経営確立指導事業に対する助成を行います。 
 

６ インターネットによる公益法人としての情報公開（ディスクロージャー） 

 全国公益法人協会の「情報公開サイト」に寄附行為、役員名簿、事業計画・

予算・事業報告・決算関係等の資料を掲載し、公益法人としての情報公開を行

っています。前年度に引き続き、掲載資料のデータ更新等維持管理を行います。 
 
７ 会員への事務指導 

（１）会員への管理資料の提供と事務指導 
  各会員の事業計画策定や決算・仮決算処理に必要な資料および掛金納付用

に必要な資料を提供し、あわせて事務指導を行います。 
（２）新任事務担当者研修会の開催 
  新任事務担当者の研修会を開催して、共済会の事業内容、退職給付金の請

求手続き、掛金納付方法、パソコン操作方法、育児休業関連事務、各種帳表

の内容等について説明し、事務処理の正確性と迅速性を高めます。 
 
８ 個人情報の管理 

 個人情報取扱事業者として、個人情報保護法等関連する法令を遵守し、電算

処理委託会社を含め、情報の管理を徹底します。 

 

９ 公益法人制度改革等への対応と関係機関との連携 

公益法人制度改革への対応として、平成 25年 7月、一般財団法人の認可申請
を予定するなかで、円滑な移行を実現するため、新たな機関の設置、定款及び

規程類の変更、財務への対応等について、静岡県、全国農協役職員共済会、府

県共済会、顧問公認会計士と連携し、適切に対応します。また、全国公益法人

協会を有効に活用し、制度改革の動向を把握し、特に、利子等に係る源泉所得

税の非課税実現は、最大の課題であり、全国農協役職員共済会、府県共済会と

一体となり、平成 23年度税制改正実現に向けて取り組みます。 
なお、特退共の法的整備への取り組みは、JAグループ以外の団体の合意が得
られず、暗礁に乗り上げているため、当面は、状況を注視することとします。 



科　　目 予算額 前年度予算額 増　減 備　考
Ⅰ　事業活動収支の部

　　1. 事業活動収入

　　　①　共済掛金収入 2,100,000,000 2,100,000,000 0

　　　②　資金運用益収入

　　　　 ・受取利息収入 209,252,000 239,275,000 △ 30,023,000

　　　　 ・基本財産運用収入 70,000 96,000 △ 26,000

          資金運用益収入合計 209,322,000 239,371,000 △ 30,049,000 受取利息の実入金額

      ③　受入加入金収入 0 102,000 △ 102,000

      ④　受取配当金収入 200 200 0

　　  ⑤　雑収入 0 0 0

　　　　事業活動収入計 2,309,322,200 2,339,473,200 △ 30,151,000

　　2.　事業活動支出

　　　①　退職給付金支出 2,000,000,000 2,100,000,000 △ 100,000,000

　　　②　弔慰金支出 1,000,000 1,500,000 △ 500,000

　　　③　福祉事業費支出 1,000,000 1,000,000 0

　　　④　掛金戻し支出 5,000,000 7,000,000 △ 2,000,000

      ⑤　借入金利息支出 50,000 400,000 △ 350,000

　　　⑥　事業管理費支出

　　　 　・人件費支出 12,600,000 12,600,000 0

　　　 　・業務費支出 5,000,000 4,500,000 500,000

　　　 　・旅費支出 500,000 500,000 0

　　 　　・会議費支出 100,000 100,000 0

　　 　　・事務費支出 500,000 500,000 0

　 　　　・諸税負担金支出 100,000 100,000 0

　　　 　・福利厚生費支出 50,000 50,000 0

　　 　　・施設費支出 335,000 335,000 0

　　　 　・雑費支出 50,000 50,000 0

         事業管理費支出計 19,235,000 18,735,000 500,000

　　　　事業活動支出計 2,026,285,000 2,128,635,000 △ 102,000,000

　　　　事業活動収支差額 283,037,200 210,838,200 71,849,000

Ⅱ　投資活動収支の部

　　1.　投資活動収入

     ①　定期預金解約収入 12,868,000 12,765,000 103,000

       投資活動収入計 12,868,000 12,765,000 103,000

　　2.  投資活動支出

     ①　定期預金預入支出 12,868,000 12,867,000 1,000 基本財産（固定資産）に充当

       投資活動支出計 12,868,000 12,867,000 1,000

　　　　投資活動収支差額 0 △ 102,000 102,000

Ⅲ　財務活動収支の部

　　1.　財務活動収入

     ①　短期借入金収入 120,000,000 761,000,000 △ 641,000,000 借入金累計額

       財務活動収入計 120,000,000 761,000,000 △ 641,000,000

　　2.  財務活動支出

     ①　短期借入金返済支出 120,000,000 761,000,000 △ 641,000,000

       財務活動支出計 120,000,000 761,000,000 △ 641,000,000

　　　　財務活動収支差額 0 0 0

　　　　当期収支差額 283,037,200 210,736,200 71,951,000

　　　　前期繰越収支差額 28,686,016,000 28,178,117,000 507,899,000 前年度末預金残高（流動資産）

　　　　次期繰越収支差額 28,969,053,200 28,388,853,200 580,200,000 本年度末預金残高（流動資産）

（注）１  この収支予算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導

　　      監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された３区分の様式により作成しています。

　　 2　借入金限度額　　200,000,000円
 　　3　債務負担額　　　　　　　　0円

　　　　　　　　                           収　支　予　算　書
　　　　　　　　　　　　　平成22年4月1日から平成23年3月31日まで        （単位：円）



財団法人静岡県農業協同組合共済会個人情報保護方針 

 

                           財団法人静岡県農業協同組合共済会 

理事長  山 田 勇 次 郎 

                                                        （平成17年4月1日制定） 

 財団法人静岡県農業協同組合共済会（以下「本会」といいます。）は、会員の職員の皆様の個

人情報を正しく取扱うことが本会の事業活動の基本であり社会的責務であることを認識し、以下

の方針を遵守することを誓約します。 

 

１  本会は、個人情報を適正に取扱うために、個人情報の保護に関する法律（以下「法」とい

います。）その他、個人情報保護に関する関係諸法令および農林水産大臣をはじめ主務大臣

のガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。 

個人情報とは、法第２条第１項に規定する、生存する個人に関する情報で、特定の個人を

識別できるものをいい、以下も同様とします。 

２  本会は、利用目的をできる限り特定したうえ、あらかじめご本人の同意を得た場合および

法令により例外として扱われるべき場合を除き、その利用目的の範囲内でのみ個人情報を取

扱います。 

ご本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下同様とします。 

３  本会は、個人情報を取得する際、適正な手段で取得するものとし、利用目的を、法令によ

り例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表するか、取得後速やかにご本人に通

知または公表します。ただし、ご本人から書面で直接取得する場合には、あらかじめ明示し

ます。 

４  本会は、取扱う個人データを利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つよう努め、また

安全管理のために必要・適切な措置を講じ職員および委託先を適正に監督します。 

個人データとは、法第２条第４項が規定する、個人情報データベース等（法第２条第２ 

項）を構成する個人情報をいい、以下同様とします。 

５  本会は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意を得る

ことなく、個人データを第三者に提供しません。 

６  本会は、保有個人データにつき、法令に基づきご本人からの開示、訂正等に応じます。 

保有個人データとは、法第２条第５項に規定するデータをいいます。 

７  本会は、取扱う個人情報につき、ご本人からの苦情に対し迅速かつ適切に取り組み、その

ための内部体制の整備に努めます。 

８  本会は、取扱う個人情報について、適正な内部監査を実施するなどして、本保護方針の継

続的な改善に努めます。 

 



財団法人静岡県農業協同組合共済会情報セキュリティ基本方針 
                 
財団法人静岡県農業協同組合共済会 

                      理事長  山 田 勇 次 郎 
（平成17年4月1日制定） 

財団法人静岡県農業協同組合共済会は、会員をはじめとする関係の皆様との信頼関係

を強化し、より一層の安心とサービスを提供するため、会内の情報およびお預かりした

情報のセキュリティの確保と日々の改善に努めることが本会の事業活動の基本であり、

社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守することを誓約します。 
 
１） 本会は、情報資産を適正に取扱うため、コンピュータ犯罪に関する法律、

不正アクセス行為の禁止に関する法律、ＩＴ基本法その他の情報セキュリ

ティに関係する諸法令、および農林水産大臣をはじめ主務大臣の指導によ

る義務を誠実に遵守します。 
２） 本会は、情報の取扱い、情報システムならびに情報ネットワークの管理

運用にあたり、適切な組織的・人的・技術的安全管理措置を実施し、情報

資産に対する不正な侵入、紛失、漏えい、改ざん、破壊、利用妨害などが

発生しないよう努めます。 
３） 本会は、情報セキュリティに関して、業務に従事する者の役割を定め、

情報セキュリティ基本方針に基づき、会全体で情報セキュリティを推進で

きる体制を維持します。 
４） 本会は、万一、情報セキュリティを侵害するような事象が発生した場合、

その原因を迅速に解明し、被害を最小限に止めるよう努めます。 
５） 本会は、上記の活動を継続的に行うと同時に、新たな脅威にも対応でき

るよう、情報セキュリティマネジメントシステムを確立し、維持改善に努

めます。 

 
以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報保護法に基づく公表事項等に関するご案内 

 

個人情報保護に関する法律に基づき、公表または本人が容易に知り得る状態に置くべきものと定

めている事項を、以下に掲載させていただきますので、ご覧くださいますようお願い申し上げます

（用語等は本会の個人情報保護方針と同一です）。 

 

財団法人静岡県農業協同組合共済会 

理事長  山 田 勇 次 郎 

                            （平成17年4月1日制定） 

１  本会が取扱う個人情報の利用目的（法18条1項関係） 

  本会が取得した個人情報は、次の利用目的以外で利用いたしません。 

・ 被共済者（加入職員）の受付および維持･管理 

・ 加入期間および勤続年数の管理 

・ 掛金および口数の管理 

・ 退職給付積立金の維持・管理 

・ 退職給付金および弔慰金の給付管理 

 

２ 本会が取扱う保有個人データに関する事項（法24条1項関係） 

次のとおりです。 

(1)当該個人情報取扱事業者（本会）の名称  財団法人静岡県農業協同組合共済会 

(2)すべての保有個人データの利用目的 

上記１のとおりです。 

(3)開示等の求めに応じる手続 

本会の保有個人データに関する開示等を求められる場合は､下記の窓口に直接お越しい

ただくか書面の郵送による方法でお願いいたします。 

なお、お申出に際しては、所定の請求様式に必要事項を記載していただくほか、ご本人

様の確認に必要な書類の提示をお願いすることになりますので、窓口までお尋ねください。 

(4)保有個人データの取扱いに関し、本会が設置する開示申請または苦情のお申出先窓口 

      財団法人静岡県農業協同組合共済会 事務局 

      〒422-8619 静岡県静岡市駿河区曲金3－8－1   

      ℡ 050-3101-3951   FAX 054-283-3059  E-mail kyosaikai@chu.ja-shizuoka.or.jp 

  

３ 備 考 

本会が、ご本人への通知等により、別途、利用目的等を個別に示させていただいた場合

等には、その個別の利用目的等の内容が、以上の記載に優先させていただきますことにつ

き、ご了承ください。 

以 上 
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